
第４８回衆議院総選挙における在外投票の実施について  

 

 第４８回衆議院総選挙の在外投票が以下のとおり行われる予定です。 

  

１．選挙の日程（予定） 

○ 公示日               ：平成２９年１０月１０日（火） 

○ 在外公館投票の開始日 ：平成２９年１０月１１日（水） 

○ 日本国内の投票日   ：平成２９年１０月２２日（日） 

 

２．投票できる方 

  在外選挙人証をお持ちの方 

在外選挙人証は申請に基づいて交付されます。 

申請手続きについて知りたい方はこちら 

htttp://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html 

 

３．投 票 方 法        

「在外公館投票」「郵便等投票」「日本国内における投票」のうちのいずれかを選択して投票す

ることができます。あなたにあった投票方法を知るにはこちら 

    htttp://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote.html 

 

 在外公館投票   

投票期日：10 月 11 日（水）から（予定） 

＊公館によって投票終了日が異なりますので，事前に在外公館に御確認ください。 

 在キルギス日本大使館の投票期間は，１０月１１日（水）～１０月１３日（金）の予

定です。 

投票時間：午前９時３０分から午後５時まで 

投票場所：在外公館投票を実施する日本国大使館，総領事館及び領事事務所など 

     在キルギス日本国大使館（ビシュケク市ラザコフ通り１６）１階広報文化閲覧室内 

持参すべき書類：（１）在外選挙人証 （２）旅券等の身分証明書 

 

 郵便等投票    

請求手続：登録されている選挙管理委員会に，請求書および選挙人証を送付します。 

請求書は，在外選挙人証とともにお配りした「在外投票の手引き」からコピーするか，外務省

ホームページ（http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/shinseisyo.html）からダウンロー

ドしてください。 

投票手続：選挙管理委員会から送られてきた投票用紙に記入し，国内投票日の１０月２２日（日） 

の投票所閉鎖時刻（原則午後８時）までに，選挙管理委員会に届くよう郵送します。 

 



 日本国内における投票    

 一時帰国した場合や，帰国後，国内の選挙人名簿に登録されるまでの間（転入届提出後３か

月間）は，在外選挙人証を提示して，下記（１）～（３）のいずれかの方法で投票できます。 

 

【公示日の翌日から国内投票日の前日まで】  

（１）期日前投票 

 登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票。 

（２）不在者投票 

 在外選挙人名簿登録地以外の市区町村における投票。  

【国内投票日当日】 

（３）投票所における投票 

登録先の選挙管理委員会が指定した投票所における投票。  

 

日本国内における投票の詳細については，登録先の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせく

ださい。  

 

４．選挙公報・候補者情報 

○公示後，選挙公報が各選挙管理委員会のホームページに掲載される予定です。外務省ホームペ

ージにもリンクを設けますので，御利用ください。 

○候補者情報についても，公示後，これまでどおりリンクを設けますので御利用ください。 

 

５．その他 

※各選挙人が投票する衆議院の小選挙区は，在外選挙人証の表面に記載されていますが，平成 2

９年７月に区割り改訂が行われたことにより，変更が生じている場合もありますので，あらかじ

め各選挙人において確認願います。 

 ※総務省：衆議院小選挙区の区割りの改訂等について 

http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/shu_kuwari/shu_kuwari_

3.html 



変更となっている可能性
があります！！

在外選挙人証の衆議院小選挙区について

平成２９年７月１６日から衆議院小選挙区が改定されています。平成２９年
１０月２２日執行の衆議院総選挙は、区割り改定後の新しい小選挙区で投
票を行うことになります。

現在お持ちの在外選挙人証に記載されている小選挙区が変わっていない
かご確認ください。

★総務省ＨＰ「衆議院小選挙区の区割りの改定等について」のページ内の
「衆議院小選挙区の区域が改定される19都道府県」で改定後の小選挙区を
ご確認ください。
（総務省ホームページＵＲＬ）
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/shu_kuwari/shu_kuwari_3.html

衆議院小選挙区の改定に伴い、お持ちの在外選挙人証の
小選挙区が変わっていませんか？

改定前（旧）
選挙区

改定前（旧）
選挙区区域

改定後（新）
選挙区区域

第○区 Ａ市、Ｂ市 Ａ市、Ｂ市のうちＥ地区

第△区 Ｃ町、Ｄ村
Ｂ市のうちＥ地区以外、

Ｃ町、Ｄ村、

※ 改定前、第○区であったＢ市のＥ地区以外の地区
の方は、新しく第△区となりますので、衆議院総選挙
時（任期満了また解散に伴う）の小選挙区は、第△区
となります。

（例）

記載の小選挙区が変更となっている場合は、

① 変更後の小選挙区で投票してください。

② 併せて在外選挙人証の再交付申請を行ってください。

http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/shu_kuwari/shu_kuwari_3.html
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